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障害者差別解消支援地域協議会　第1回

 
 

 

 

東京都障害者差別解消支援地域協議会部会の検討内容等について 
 

 

 

 

１．部会における検討テーマについて 

都は、障害への理解促進に向け、特設サイトやハンドブック等により、都民や事業者

への差別解消法の普及啓発を進めてきました。一方で、東京都障害者権利擁護センター

には、障害当事者からの「合理的配慮の提供」に関する御相談が増えてきております。

そのため、障害者を対象に、障害者・事業者双方の建設的対話による相互理解の進め方

についてお伝えをしたいと考えています。 

つきましては、部会において、「障害者向けに合理的配慮の提供についてわかりやすく

お伝えする普及啓発物」の具体的な内容について検討したいと考えています。 

 

 

《内容イメージ》 

○ 「合理的配慮の提供」の説明 

・障害者側から事業者等に対しての「配慮の申出」に基づくものであること等 

○ 障害者と事業者が建設的な対話を行うに当たってのポイント紹介 

○ 事業者の負担が少ない多様なコミュニケーション手段等の案内 

                   

◎障害者と事業者間の建設的な対話に基づく相互理解を促す 

◎効果的に情報保障を推進 
 

 

 

 

２．今後のスケジュールについて 

東京都障害者差別解消支援地域協議会設置要綱第８条第２項に基づき、部会設置及び

構成について定めた後、２回程度の部会開催を予定しております。 

詳細については、別途、御連絡いたします。 


